
グ
ル
ー
プ
ロ
ッ
カ
ー 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
ワ
ゴ
ン 

マ
イ
ク
セ
ッ
ト 

附
属
設
備
の
名
称 

一
個 

同 

一
式 

単
位 

二
〇
〇 

七
三
〇 

八
一
〇 

使
用
料
の
額
（
円
） 

（
一
回
に
つ
き
） 

 

規

則 

埼
玉
県
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

令
和
六
年
八
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

        
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


